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上越市教育プラザ条例の一部改正について

1 改正理由

生活や学習、集団適応 などを支援するための若者の居場所を多 目的ホールヘ移転す

ることに伴い、同ホールの供用を廃止するもの

2 改正内容

施設の名称及び使用料の規定から多 目的ホールを削る。 (第 3条、別表関係 )

3 施行期 日

令和 3年 12月 1日

4 上越市教育プラザ条例改正案新旧対照表

(下線 分及び太枠部分が改正箇所 )

改  正  前改  正  案

(施設 )

第 3条 略

(1)略

(2)多 目的ホール

Q～Q略
別表 (第 7条、第 10条関係)

施設名
使 用 料 (1時
間につき)

多 目的ホール 570円

研修室 780円

( 略 )

備考 略

ω～ω 略

別表 (第 7条、第 10条関係)

施設名
使 用 料 (1時
間につき)

研修室 780円

(略 )

(削 除 )

(削 除)

備考 略

(施設 )

第 3条 略

住)略
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